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年間購読料：2,500円

１

◇
今
後
の
主
要
（
関
連
）
行
事
予
定
◇

４
月
７
日
（
水
）
総
務
・
経
理
合
同
部
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
）

４
月
20
日
（
火
）
会
長
、
筆
頭
・
六
部
担
当
副
会
長
会
議
（
〃
）

７
月
１
日
（
木
）
第
61
回
通
常
総
会
・
理
事
会　

　
　
　
　
　
　
　

松
山
市　

Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
　
　

ホ
テ
ル
松
山
（
調
整
中
）

２０２１年（令和３年）４月１日（木曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第７５５号（　）

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
に
関
す
る
周
知
に
つ
い
て
３
面

令
和
３
年
度
後
期
技
能
検
定
試
験
ご
案
内　
　
　
　

４
面

令
和
３
年
度
管
工
事
施
工
管
理
技
術
検
定
ご
案
内　

５
面

新
技
術
・
新
製
品　

春
の
紙
上
展
示
会　
　
　

６
・
８
面

　

本
会
で
は
「
所
属
員
企
業

の
経
営
に
関
す
る
実
態
調
査

報
告
書
（
全
国
版
）
」
を
昨

年
三
月
に
ま
と
め
た
が
、
若

年
従
業
者
（
十
五
～
三
十
四

歳
）
が
全
く
い
な
い
会
員
企

業
は
全
国
で
四
割
に
も
の
ぼ

っ
た
。
今
年
度
は
回
答
数
が

多
か
っ
た
三
十
都
道
府
県
別

の
報
告
書
を
作
成
し
、
該
当

団
体
に
配
布
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
五
割
を
超
え
る
団
体

は
六
団
体
だ
っ
た
。
◆
若
年

者
が
最
も
少
な
い
会
員
企
業

の
団
体
は
五
五
％
で
大
都
市

に
近
い
県
連
だ
っ
た
。
若
い

人
た
ち
が
大
都
市
に
流
出
し

て
い
る
ら
し
い
。
一
方
、
地

元
に
設
備
工
業
科
は
無
い
も

の
の
、
工
業
高
校
生
を
対
象

に
業
界
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
る

あ
る
県
連
は
三
三
％
に
踏
み

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
県

連
で
は
本
会
で
作
成
し
た
動

画
を
高
校
生
に
見
て
も
ら
っ

た
り
し
て
、
業
界
へ
の
入
職

促
進
を
働
き
掛
け
て
い
る
。

◆
そ
の
県
連
か
ら
、「
管
工

事
」
が
何
た
る
か
を
分
か
っ

て
も
ら
え
る
基
本
的
な
資
料

が
欲
し
い
と
の
要
望
が
あ
っ

た
。
動
画
を
見
て
も
ら
っ
た

時
に
資
料
と
し
て
配
布
し
、

自
宅
に
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら

い
、
家
族
に
も
見
て
も
ら
い

た
い
そ
う
で
あ
る
。現
在
、青

年
部
協
議
会
に
Ｐ
Ｒ
パ
ン
フ

を
作
成
い
た
だ
い
て
い
る
。

全
国
大
会
（
松
山
市
）
中
止
を
決
定

全管連

厚労省

◇
全
国
水
道
関
係
担
当
者
会
議
◇

　

厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活

衛
生
局
水
道
課
は
、
三
月
十

日
、
令
和
二
年
度
全
国
水
道

関
係
担
当
者
会
議
を
開
催
し

た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
、

例
年
の
会
場
開
催
を
変
更

し
、
初
の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

ラ
イ
ブ
配
信
に
よ
り

実
施
さ
れ
た
。

　

会
議
で
は
、
次
の

十
議
題
に
つ
い
て
、

各
担
当
官
よ
り
説
明

が
行
わ
れ
た
。
な

お
、
当
日
の
資
料
は

同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照
下
さ
い
。

　

https://w
w
w
.

m
hlw
.go.jp/stf/

seisakunitsuite

/bunya/0000197003_

00004.htm
l

①
水
道
の
基
盤
強
化
及
び
広

域
連
携
の
推
進
②
適
切
な
資

産
管
理
の
推
進
③
官
民
連
携

の
推
進
④
災
害
対
策
・
危
機

管
理
⑤
Ｃ
Ｐ
Ｓ
／
Ｉ
ｏ
Ｔ
な

ど
の
先
端
技
術
の
活
用
⑥
水

道
施
設
整
備
費
に
係
る
予
算

等
⑦
水
道
事
業
者
等
へ
の
指

導
監
督
⑧
水
道
水
質
管
理
⑨

水
道
分
野
に
お
け
る
国
際
貢

献
⑩
そ
の
他
水
道
施
策
の
推

進
。

　

冒
頭
、
熊
谷
和
哉
水
道
課

長
が
「
今
後
の
水
道
事
業
」

と
題
し
て
講
演
。
現
状
に
お

け
る
水
道
事
業
の
留
意
点
等

に
つ
い
て
解
説
し
た
。　

　

防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭

化
の
た
め
の
五
か
年
加
速
化

対
策
に
つ
い
て
は
、
近
年
、

気
候
変
動
の
影
響
に
よ
り
気

象
災
害
が
激
甚
化
・
頻
発
化

し
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
の

大
規
模
地
震
が
切
迫
し
て
い

る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
三
年

間
で
特
に
緊
急
に
実
施
す
べ

き
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
対
策
を

と
り
ま
と
め
た
「
防
災
・
減

災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の

三
か
年
緊
急
対
策
」
の
推
進

に
引
き
続
き
、
耐
災
害
性
強

化
対
策
等
の
更
な
る
加
速

化
・
深
化
を
図
る
た
め
、
政

府
全
体
で
「
防
災
・
減
災
、

国
土
強
靱
化
の
た
め
の
五
か

年
加
速
化
対
策
」
を
策
定
し

た
。

　

五
か
年
加
速
化
対
策
で

は
、
基
幹
管
路
の
耐
震
適
合

率
を
二
〇
二
五
年
度
ま
で
に

五
四
％
以
上
、
二
〇
二
八
年

度
末
ま
で
に
六
〇
％
以
上
に

引
き
上
げ
る
目
標
を
達
成
す

る
た
め
、
三
か
年
緊
急
対
策

で
定
め
た
耐
震
化
の
ペ
ー
ス

（
例
年
の
一
・
五
倍
）
を
維

持
す
る
と
と
も
に
、
重
要
度

の
高
い
浄
水
場
・
配
水
場
の

耐
震
化
率
を
二
〇
二
五
年
度

ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
四
一
％
以

上
（
令
和
元
年
度
：
三
二
・

八
％
）
、
七
〇
％
以
上
（
同

五
八
・
六
％
）
に
引
き
上
げ

る
と
い
う
地
震
対
策
に
加

え
、
二
千
戸
以
上
の
給
水
を

受
け
持
つ
な
ど
影
響
が
大
き

い
浄
水
場
に
対
し
、
自
家
発

電
設
備
の
設
置
等
の
停
電
対

策
実
施
率
を
二
〇
二
五
年
度

ま
で
に
七
七
％
以
上
（
令
和

元
年
度
：
六
七
・
七
％
）
、

土
砂
流
入
防
止
壁
の
設
置
等

の
土
砂
災
害
対
策
実
施
率
を

四
八
％
以
上
（
同
四
二
・
六

％
）
、
防
水
扉
や
止
水
堰
の

設
置
等
の
浸
水
災
害
対
策
実

施
率
を
五
九
％
以
上
（
同
三

七
・
二
％
）
引
き
上
げ
る
対

策
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て

い
る
。

令和２年度

　

水
道
施
設
の
整
備
に
係
る

令
和
三
年
度
予
算
案
に
つ
い

て
は
、
他
府
省
計
上
分
と
合

わ
せ
て
、
三
百
九
十
五
億
円

を
計
上
し
、
令
和
二
年
度
第

三
次
補
正
予
算
と
令
和
三
年

度
予
算
案
を
合
わ
せ
た
施
設

整
備
費
の
総
額
は
七
百
八
十

五
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
東
日
本

大
震
災
な
ど
の
災
害
復
旧
費

に
十
七
億
円
を
計
上
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
東
日
本
大

震
災
の
災
害
復
旧
費
に
つ
い

て
は
、
各
自
治
体
の
復
興
計

画
で
、
令
和
三
年
度
に
予
定

さ
れ
て
い
る
施
設
の
復
旧
に

必
要
な
経
費
に
つ
い
て
財
政

支
援
を
行
う
た
め
、
復
興
庁

に
十
三
億
円
を
一
括
計
上
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
工
事
の
適
正
な
実

施
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年

六
月
に
一
部
改
正
さ
れ
た
品

確
法
が
施
行
さ
れ
、
発
注
関

係
事
務
の
運
用
に
関
す
る
指

針
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年

一
月
に
開
催
さ
れ
た
公
共
工

事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関

す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
に

お
い
て
、
関
係
省
庁
申
し
合

わ
せ
と
し
て
と
り
ま
と
め
ら

れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

各
水
道
事
業
者
等
に
お
い
て

は
、
公
共
工
事
等
の
発
注
者

と
し
て
、
品
確
法
改
正
の
目

的
と
基
本
理
念
を
十
分
に
理

解
し
、
引
き
続
き
適
切
な
発

注
の
実
施
を
行
う
よ
う
求
め

た
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
考
慮

第
61
回
通
常
総
会
（
７
月
）
は
規
模
縮
小
で
実
施
へ

全
国
大
会
の
中
止
は
昨
年
に

続
き
二
回
目
と
な
る
。
同
日

に
予
定
し
て
い
る
第
六
十
一

回
通
常
総
会
も
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
を

鑑
み
、
出
席
者
は
原
則
と
し

て
議
決
権
を
持
つ
会
員
代
表

者
と
本
会
役
員
に
限
り
、
規

模
を
縮
小
し
て
開
催
す
る
予

定
。

　

本
会
は
三
月
十
五
日
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
防
止
の
取
組
が

長
期
化
す
る
事
態
を
受
け

て
、
七
月
一
日
に
愛
媛
県
県

民
文
化
会
館
（
松
山
市
）
で

予
定
し
て
い
た
全
国
大
会
及

び
関
連
行
事
の
中
止
を
決
定

し
、
本
会
会
員
、
賛
助
会
員

等
関
係
各
所
へ
通
知
し
た
。

　

第
六
十
一
回
通
常
総
会
・

全
国
大
会
及
び
関
連
行
事
の

実
施
に
つ
い
て
は
、
さ
る
二

月
十
六
日
に
開
催
し
た
会

長
・
六
部
担
当
副
会
長
会
議

に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
が
見

え
な
い
中
、
全
国
か
ら
の
参

加
者
の
安
全
を
第
一
に
考
慮

し
た
結
果
、
中
止
の
決
断
に

至
っ
た
。

　

な
お
、
愛
媛
県
で
の
全
国

大
会
は
、
令
和
四
年
度
に
開

催
予
定
の
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク

長
野
県
の
次
年
度
に
当
た
る

令
和
五
年
度
に
第
六
十
三
回

通
常
総
会
・
全
国
大
会
を
改

め
て
愛
媛
県
松
山
市
で
実
施

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

◇
全
管
連
　
第
六
十
一
回
通

常
総
会
、
理
事
会

１
、
開
催
日　

令
和
三
年
七

月
一
日
（
木
）

２
、
開
催
場
所　

愛
媛
県
松

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

厚
労
省
・
熊
谷
水
道
課
長
の
挨
拶

山
市　

Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ

ラ
ザ
ホ
テ
ル
松
山
（
予
定
）

３
、
出
席
予
定
者　

会
員
代

表
者
及
び
本
会
役
員（
理
事
・

監
事
）
等

*

委
任
状
に
よ
る
出
席
も
可

能※
役
員
改
選
期
に
な
り
ま
す

の
で
、
通
常
総
会
後
、
新
理

事
に
よ
る
理
事
会
を
開
催
い

た
し
ま
す
。

※
宿
泊
（
前
日
泊
・
当
日
泊
）

も
同
ホ
テ
ル
で
用
意
し
て
お

り
ま
す
。

　

後
日
、
改
め
て
宿
泊
等
の

ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。

防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の

た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
等

最
新
の
水
道
関
連
施
策
の
動
向
に

つ
い
て
説
明

１

◇
今
後
の
主
要
（
関
連
）
行
事
予
定
◇

８
月
１
日
（
土
）
全
管
連
青
年
部
協
議
会
通
常
総
会（
青
森
）

８
月
20
日
（
木
）
第
３
２
３
回
理
事
会

８
月
26
日
（
水
）
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
（
富
山
）

９
月
16
日
（
水
）
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
（
高
知
）

10
月
１
日
（
木
）
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
（
岐
阜
）

年間購読料：2,500円

２０１５年（平成27年）８月１日（土曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第６８７号（　）

通
常
総
会
・
全
国
大
会
・
懇
親
会
　
　
　
　
　
３
～
６
面

水
道
整
備
促
進
全
国
決
起
集
会
　
　
　
　
　
　
　
　
２
面

平
成
二
十
七
年
度
登
録
配
管
基
幹
技
能
者
講
習
　
　
５
面

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
大
臣
表
彰
　
　
　
　
　
　
６
面

　　　　　

　　
第55回通常総会　平成2７年度全国大会

―  平成2７年７月８日・宇都宮市　―

４
議
案
を
原
案
ど
お
り
議
決

国
交
省
土
地
・
建
設
産
業
局

　
建
設
市
場
整
備
課
企
画
専
門
官

厚
労
省
健
康
局
水
道
課
長
　
　
　
　

福
田
栃
木
県
知
事

佐
藤
宇
都
宮
市
長
　

川
崎
水
道
議
連
会
長
　
ご
臨
席

国
土
交
通
省
の

仲
嶋
企
画
専
門
官

厚
生
労
働
省
の

宮
崎
水
道
課
長

挨拶を行う大澤会長
　
本
会
の
第
五
十
五
回
通
常

総
会
・
平
成
二
十
七
年
度
全

国
大
会
が
七
月
八
日
に
栃
木

県
宇
都
宮
市
の
ホ
テ
ル
東
日

本
宇
都
宮
に
お
い
て
、
国
土

交
通
省
土
地
・
建
設
産
業
局

建
設
市
場
整
備
課
の
仲
嶋
幹

雄
企
画
専
門
官
、
厚
生
労
働

会
長
に
大
澤
規
郎
氏
を
再
任自民党水道議連

水
道
議
連
会
長
の
川
崎
二
郎

衆
議
院
議
員
・
日
本
水
道
協

会
の
尾
﨑
勝
理
事
長
か
ら
来

賓
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
大
会
議
事
で
は
、
三
つ
の

大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
採
択
さ

れ
た
。

　
大
会
終
了
後
、
地
元
主
催

に
よ
る
懇
親
会
で
は
、
宇
都

宮
名
物
で
あ
る
ジ
ャ
ズ
の
生

演
奏
を
楽
し
み
な
が
ら
の
会

食
が
行
わ
れ
た
。

　
翌
九
日
の
ゴ
ル
フ
大
会
、

一
泊
二
日
の
川
治
温
泉
の
記

念
旅
行
に
も
多
数
の
参
加
者

を
数
え
る
な
ど
、
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
で
の
総
会
・
大
会
及

び
関
連
行
事
は
、
全
て
の
行

事
を
滞
り
な
く
終
了
し
た
。

　
本
総
会
・
大
会
等
の
開
催

に
当
た
っ
て
は
、
栃
木
県
管

工
事
業
協
同
組
合
連
合
会
の

黒
澤
会
長
を
は
じ
め
地
元
役

職
員
の
皆
様
並
び
に
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
の
関
係
各
位
に
ご
尽

力
を
頂
い
た
。（
詳
細
は
三

面
か
ら
六
面
に
掲
載
）

省
の
宮
崎
正
信
水
道
課
長
、

福
田
富
一
栃
木
県
知
事
、
佐

藤
栄
一
宇
都
宮
市
長
を
は
じ

め
多
数
の
来
賓
の
方
々
の
臨

席
の
も
と
、
全
国
の
本
会
会

員
団
体
及
び
賛
助
会
員
等
、

約
七
百
名
の
参
加
を
も
っ
て

執
り
行
わ
れ
た
。

　
総
会
に
お
い
て
は
、
四
つ

の
議
案
が
原
案
通
り
議
決
さ

れ
、
第
四
号
議
案
の
役
員
選

挙
の
件
で
は
第
二
十
九
期
の

理
事
九
十
五
名
、
監
事
六
名

が
選
任
さ
れ
た
。

　
新
役
員
に
よ
る
第
三
百
二

十
二
回
理
事
会
に
お
い
て
、

埼
玉
県
管
工
事
業
協
同
組
合

連
合
会
会
長
の
大
澤
規
郎
氏

が
会
長
に
再
任
さ
れ
た
。

　
全
国
大
会
に
お
い
て
は
、

開
催
地
代
表
挨
拶
と
し
て
、

栃
木
県
管
工
事
業
協
同
組
合

連
合
会
の
黒
澤
敏
男
会
長
の

歓
迎
の
挨
拶
、功
労
者
表
彰
、

国
土
交
通
大
臣
・
厚
生
労
働

省
健
康
局
長
・
福
田
栃
木
県

知
事
・
佐
藤
宇
都
宮
市
長
・

水
道
整
備
促
進
全
国
決
起
集
会

水
道
関
係
者
四
百
名
が
出
席

決
議
案
を
採
択
、
厚
労
副
大
臣
へ
手
渡
す

　
自
民
党
の

水
道
事
業
促

進
議
員
連
盟

（
川
崎
二
郎

会
長
）
が
主

催
す
る
「
水

道
整
備
促
進

全
国
決
起
集

平成27年度全国大会　スローガン決議
一、�実効的な災害ネットワークの構築で大規模災害に備えよう
一、�改正品確法で次世代の担い手を育成・確保しよう
一、水道の安心・安全の実現に向けて指定店制度の改善を目指そう

会
」
が
七
月
十
五
日
に
東

京
・
永
田
町
の
衆
議
院
第
一

議
員
会
館
で
開
催
さ
れ
、
平

成
二
十
八
年
度
水
道
事
業
予

算
等
に
関
す
る
決
議
を
採
択

し
た
。

　
水
道
予
算
の
確
保
に
向
け

た
水
道
議
連
に
よ
る
初
め
て

の
決
起
集
会
は
、
日
本
水
道

協
会
、
日
本
簡
易
水
道
協
議

会
、
全
管
連
、
日
本
水
道
工

業
団
体
連
合
会
と
の
共
催

で
、
水
道
議
連
所
属
の
国
会

議
員
の
先
生
方
を
は
じ
め
、

四
百
名
が
出
席
し
た
。

　
冒
頭
、
主
催
者
を
代
表
し

て
川
崎
会
長
が
挨
拶
。「
平

成
十
一
年
以
降
、
三
千
億
円

近
く
あ
っ
た
水
道
予
算
が
毎

年
減
り
続
け
て
、
今
年
は

三
百
億
円
余
、
来
年
も
厳
し

永岡厚労副大臣に決議
文を手渡す川崎会長

い
状
況
。
財
政
状
況
を
理
由

に
施
設
の
更
新
・
耐
震
化
を

先
送
り
す
る
こ
と
は
、
国
や

地
方
の
将
来
を
損
な
う
こ

と
と
な
る
。
水
道
議
連
の

百
六
十
七
名
の
同
志
に
は
そ

の
こ
と
を
共
鳴
い
た
だ
い
て

い
る
。
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ

せ
て
、
こ
う
し
た
現
状
を
訴

え
、
十
二
月
の
予
算
編
成
ま

で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。」

と
水
道
界
一
体
と
な
っ
た
連

携
を
呼
び
か
け
た
。

　
ま
た
、
厚
生
労
働
省
健
康

局
の
宮
崎
正
信
水
道
課
長
が

水
道
予
算
の
状
況
を
説
明
。

「
二
十
七
年
度
は
議
連
の
先

生
方
の
お
力
添
え
に
よ
り
当

初
予
算
が
五
十
億
円
増
え
た

が
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。

来
年
度
は
大
幅
な
予
算
確
保

を
お
願
い
し
た
い
。」
と
訴

え
た
。

　
決
議
文
は
、
集
会
に
出
席

し
た
永
岡
桂
子
厚
生
労
働
副

大
臣
に
川
崎
会
長
が
手
渡
し

た
。
最
後
は
集
会
の
成
果
を

期
し
、
田
村
憲
久
前
厚
生
労

働
大
臣
の
「
頑
張
ろ
う
」
コ

ー
ル
で
締
め
、
決
起
集
会
は

終
了
し
た
。

　
な
お
、
十
七
日
に
川
崎
会

長
及
び
盛
山
正
仁
幹
事
長
が

塩
崎
恭
久
厚
労
大
臣
、
財
務

省
主
計
局
、
自
民
党
・
稲
田

政
調
会
長
に
本
決
議
に
係
る

要
請
活
動
を
行
っ
た
。（
詳

細
は
二
面
参
照
）

改正品確法で次世代の担い手育成を推進
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特
定
技
能
一
号
評
価
試
験

国交省・ＪＡＣ

　

国
土
交
通
省
と
建
設
技
能

人
材
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｃ
）
は
、

建
設
業
の
新
た
な
担
い
手
と

し
て
期
待
さ
れ
る
外
国
人
材

を
即
戦
力
と
し
て
受
け
入
れ

る
た
め
、
他
の
分
野
に
先
駆

け
て
建
設
分
野
の
特
定
技
能

一
号
評
価
試
験
を
三
月
九

日
・
十
日
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
「
電
気
通
信
」
職
種
）
と

三
月
二
十
三
日
の
ベ
ト
ナ
ム

（
「
鉄
筋
施
工
」
職
種
）
の

両
国
で
初
め
て
実
施
し
た
。

開
催
に
当
た
っ
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
を
万
全
に
施
す
な
ど
大
変

な
苦
労
が
あ
っ
た
と
聞
い
て

い
る
が
、
延
び
延
び
と
な
っ

て
い
た
海
外
試
験
が
滞
り
な

く
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
特
定
技
能
は
新
た
な
ス

テ
ー
ジ
に
突
入
し
た
。

　

外
国
人
の
方
々
が
特
定
技

能
一
号
の
在
留
資
格
を
取
得

す
る
方
法
は
二
つ
あ
り
、
そ

の
大
き
な
違
い
は
「
試
験
な

し
」
か
「
試
験
あ
り
」
か
の

違
い
で
あ
る
。
試
験
な
し
で

は
、
技
能
実
習
二
号
修
了

後
、
特
定
技
能
一
号
へ
無
試

験
で
移
行
で
き
る
の
に
対

し
、
試
験
あ
り
の
場
合
は
、

Ｊ
Ａ
Ｃ
が
実
施
す
る
技
能
検

定
三
級
相
当
試
験
及
び
日
本

語
能
力
試
験
Ｎ
４
以
上
の
試

験
合
格
者
に
限
ら
れ
る
。
本

会
で
は
、
技
能
実
習
修
了
者

が
特
定
技
能
に
転
換
す
る
た

め
受
入
企
業
が
行
う
べ
き
事

項
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し

た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
る
の
で
活
用
い
た
だ
き
た

い
。

　

https://zenkanren.

jp/tokuteiginou/

　

出
入
国
在
留
管
理
庁
に
よ

る
と
、
昨
年
十
二
月
現
在
、

建
設
業
で
は
千
三
百
十
九
人

（
こ
の
う
ち
配
管
職
種
は
百

名
余
）
の
外
国
人
が
特
定
技

能
一
号
で
働
い
て
い
る
が
、

そ
の
大
半
が
技
能
実
習
か
ら

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
た
人

材
。
国
別
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム

人
が
九
百
九
十
一
人
、
中
国

人
が
百
二
十
人
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
が
六
十
三
人
だ
っ
た
。

　

今
回
ベ
ト
ナ
ム
で
実
施
さ

れ
た
（
「
鉄
筋
施
工
」
職

種
）
で
の
試
験
は
、
試
験
実

施
主
体
は
建
設
技
能
人
材
機

構
（
Ｊ
Ａ
Ｃ
）
、
試
験
会
場

は
第
一
建
設
短
期
大
学
（
ハ

ノ
イ
市
）
、
受
講
者
数
は
二

十
四
名
。
受
験
料
は
七
十
五

万
五
千
Ｖ
Ｎ
Ｄ
（
約
三
千
五

百
円
）
で
あ
っ
た
。
な
お
、

ベ
ト
ナ
ム
で
は
試
験
に
先
立

ち
、
現
地
の
教
育
訓
練
校
で

二
月
下
旬
よ
り
技
能
教
育
訓

練
が
実
施
さ
れ
た
。
今
後
、

試
験
の
合
格
者
は
国
土
交
通

省
の
計
画
審
査
や
出
入
国
在

留
管
理
庁
の
在
留
資
格
審
査

な
ど
を
経
て
、
最
短
で
今
年

の
夏
よ
り
就
労
を
開
始
す
る

見
込
み
。

　

配
管
職
種
に
つ
い
て
は
、

二
〇
二
二
年
三
月
に
第
一
回

海
外
試
験
を
ベ
ト
ナ
ム
で
開

催
す
る
予
定
。
試
験
会
場
は

鉄
筋
施
工
職
種
と
同
じ
第
一

建
設
短
期
大
学
、
受
講
者
数

は
二
十
名
。
受
験
料
等
は
未

定
だ
が
、
鉄
筋
同
様
に
現
地

で
六
十
時
間
の
教
育
訓
練
を

実
施
す
る
。
現
在
、
国
交
省

の
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
Ｊ
Ａ

Ｃ
と
連
携
し
、
鋭
意
準
備
を

進
め
て
い
る
。

　

配
管
試
験
に
関
す
る
詳
細

は
、
今
後
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
も
都
度
公
表
す
る
の

で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

た
。

　

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ

ス
テ
ム
の
更
な
る
活
用
・
普

及
策
や
社
会
保
険
加
入
徹

底
、
一
人
親
方
対
策
、
そ
の

他
技
能
者
の
処
遇
改
善
等
に

向
け
た
取
組
み
等
に
つ
い
て

　

冒
頭
、
国
土
交
通
省
の
青

木
由
行
不
動
産
・
建
設
経
済

局
長
は
、「
社
会
保
険
加
入

の
規
制
逃
れ
の
た
め
一
人
親

方
化
が
起
き
て
い
る
。
こ
の

業
界
に
若
者
に
入
職
し
て
も

ら
う
た
め
に
も
、
こ
う
し
た

不
適
切
な
事
業
活
動
を
許
容

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

と
訴
え
た
。

　

令
和
二
年
十
月
か
ら
建
設

企
業
の
社
会
保
険
加
入
が
建

設
業
許
可
・
更
新
の
要
件
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
な

ど
、
社
会
保
険
加
入
対
策
が

強
化
さ
れ
た
一
方
で
、
強
化

に
伴
い
、
法
定
福
利
費
等
の

労
働
関
係
諸
経
費
の
削
減
を

意
図
し
て
、
技
能
者
の
個
人

事
業
主
化
（
い
わ
ゆ
る
一
人

親
方
化
）
が
進
む
懸
念
が
あ

る
。
国
交
省
が
昨
年
六
月
に

設
置
し
、
空
調
、
給
排
水
配

管
工
、
ダ
ク
ト
工
、
保
温
工

等
の
職
種
の
四
団
体
を
代
表

し
て
全
管
連
の
和
田
均
理

　

建
設
業
社
会
保
険
推
進
・

処
遇
改
善
連
絡
協
議
会
（
会

長
・
蟹
澤
宏
剛
芝
浦
工
業
大

学
教
授
）
は
三
月
十
九
日
、

第
五
回
会
合
を
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た

め
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
形
式
で
開
催
し

国交省

建
設
業
社
会
保
険
推
進
・

処
遇
改
善
連
絡
協
議
会
を
開
催

第５回

意
見
を
交
わ
し
た
。
都
道

府
県
建
設
業
協
会
や
建
設

業
団
体
、
行
政
等
の
関
係

者
ら
が
出
席
し
た
。
当
日

の
議
事
は
以
下
の
と
お

り
。

一
、
社
会
保
険
加
入
対
策

及
び
最
新
状
況
に
つ
い
て

二
、
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
シ
ス
テ
ム
普
及
・
活
用

に
向
け
た
官
民
施
策
パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
推
進
に
つ
い
て

三
、
一
人
親
方
対
策
に
つ

い
て　

第
25
回
建
設
業
経
営
者
研
修

（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
配
信
）
の
ご
案
内

（
一
財
）
建
設
業
振
興
基
金

　

（
一
財
）
建
設
業
振
興
基

金
は
、
中
小
建
設
業
の
経
営

者
、
経
営
後
継
者
、
経
営
幹

部
等
の
方
を
対
象
と
し
た
研

修
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
配
信
・
参
加
費

は
無
料
）
を
実
施
し
ま
す
。

テ
ー
マ
は
「
不
確
実
な
時
代

に
お
け
る
企
業
の
継
続
を
考

え
る
〜
本
質
的
な
課
題
解
決

を
通
じ
た
組
織
づ
く
り
と
、

不
測
の
事
態
対
応
計
画
」
で

す
。
先
の
見
え
づ
ら
い
不
確

実
な
状
況
に
あ
っ
て
、
経
営

の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る

中
、
今
後
の
経
営
上
の
ヒ
ン

ト
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

等
の
詳
細
及
び
申
込
み
は
同

基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お

願
い
し
ま
す
。

https://w
w
w
.kensetsu-

kikin.or.jp/m
anagem

ent

/keieishakenshu/

◎
第
25
回
建
設
業
経
営
者
研

修
の
概
要

①
配
信
日
時　

令
和
三
年
五

月
末
迄
。

②
方
法　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
配
信
（
オ

ン
デ
マ
ン
ド
）
。
①
の
期
間

中
い
つ
で
も
自
由
に
視
聴
で

き
ま
す
。

③
参
加
費　

無
料
。

④
申
込
方
法　

同
基
金
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
下
の
「
申
込
フ
ォ

ー
ム
へ
」
バ
ナ
ー
か
ら
お
申

込
み
下
さ
い
。
ど
な
た
で
も

ご
視
聴
頂
け
ま
す
。

⑤
主
催
・
問
合
せ　

（
一
財
）
建
設
業
振
興
基
金

　

経
営
基
盤
整
備
支
援
セ
ン

タ
ー

電
話
〇
三
―
五
四
七
三
―
四

五
七
二
（
土･

日･

祝
日
除

く
午
前
九
時
〜
正
午
、
午
後

一
時
〜
午
後
五
時
三
十

分
）
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
―
五
四

七
三
―
四
五
九
四
。

日
刊
建
設
通
信
新
聞
社

提
供

事
・
経
営
部
長
（
栃
木
県
連

会
長
）
が
委
員
と
し
て
参
画

し
て
い
る
「
建
設
業
の
一
人

親
方
問
題
に
関
す
る
検
討

会
」
が
ま
と
め
た
中
間
報
告

（
別
掲
）
を
受
け
て
、
現
場

入
場
時
の
元
請
企
業
等
に
よ

る
技
能
者
本
人
へ
働
き
方
等

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
等
の

対
策
が
提
言
さ
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
公
共
工
事
に

お
け
る
法
定
福
利
費
内
訳
明

示
の
状
況
も
報
告
さ
れ
た
。

　

令
和
二
年
度
の
入
札
契
約

適
正
化
法
に
基
づ
く
実
態
調

査
（
令
和
元
年
速
報
値
）
で

は
、
請
負
代
金
内
訳
書
に
法

定
福
利
費
を
明
示
し
て
い
る

都
道
府
県
は
六
二
％
、
市
区

町
村
は
二
〇
％
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
令
和
三
年
度
末
ま

で
に
国
及
び
都
道
府
県
に
お

い
て
は
一
〇
〇
％
、
市
区
町

村
五
〇
％
以
上
ま
で
導
入
が

図
ら
れ
る
よ
う
働
き
か
け
る

方
針
が
示
さ
れ
た
。

低
廉
な
掛
金
で
労
災
・

工
事
に
起
因
す
る
リ
ス

ク
を
包
括
保
障

全
管
連
の

　団
体
保
障
制
度

・
法
定
外
労
働
災
害
補
償
制
度

・
管
工
事
賠
償
補
償
制
度

鉄
筋
・
電
気
通
信
で
初
の
海
外
試
験

を
開
催　

配
管
職
種
も
２
０
２
２
年
３
月
実
施

に
向
け
鋭
意
準
備
中

四
六
〇
〇
円



　

大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
令
和
二

年
六
月
五
日
に
公
布
さ
れ
、

一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和

三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
る
。
ま
た
改
正
に
よ
り
、

石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
飛
散

防
止
対
策
が
強
化
さ
れ
た
。

　

改
正
の
概
要
は
以
下
の
と

お
り
。
な
お
詳
細
は
、
環
境

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。

h
ttp

:/
/
w

w
w

.e
n
v
.

g
o
.jp

/air/p
o
st_

4
8
.

htm
l

　

ま
た
同
省
で
は
、
大
気
汚

染
防
止
法
等
の
改
正
に
際

し
、
石
綿
の
飛
散
防
止
対
策

を
円
滑
か
つ
的
確
に
実
施
す

る
た
め
に
、
改
正
法
に
係
る

説
明
動
画
を
作
成
す
る
と
と

も
に
、
改
正
内
容
を
と
り
ま

と
め
た
チ
ラ
シ
及
び
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
も
作
成
し
た
。

１
、
改
正
の
概
要

　

建
築
物
等
の
解
体
等
工
事

に
お
け
る
石
綿
の
飛
散
を
防

止
す
る
た
め
、
全
て
の
石
綿

含
有
建
材
へ
の
規
制
対
象
の

拡
大
、
都
道
府
県
等
へ
の
事

前
調
査
結
果
報
告
の
義
務
付

け
及
び
作
業
基
準
遵
守
の
徹

底
の
た
め
の
直
接
罰
の
創
設

等
、対
策
を
一
層
強
化
す
る
。

２
、
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

①
規
制
対
象
建
材
を
拡
大

・
石
綿
含
有
成
形
板
等
の
不

適
切
な
除
去
に
よ
り
石
綿
が

飛
散
し
た
事
例
が
み
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、 

全
て
の
石
綿
含

有
建
材
に
規
制
対
象
を
拡
大 

し
ま
す 

。

・
石
綿
含
有
仕
上
塗
材
の
除

去
作
業
に
は
、
独
自
の
作
業

基
準
を
設
け
ま
す
。

②
事
前
調
査
の
信
頼
性
確
保

・
事
前
調
査
の
方
法
を
法
定

化
し
ま
す
。（
書
面
調
査
、

目
視
調
査
及
び
分
析
調
査
）

・「
必
要
な
知
識
を
有
す
る

者
」
に
よ
る
事
前
調
査
の
実

消
費
税
の
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
の
登
録
申
請
の
受
付
開
始

に
関
す
る
周
知
等
に
つ
い
て
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　（
協
力
依
頼
）国交省・国税庁

・
令
和
５
年
10
月
１
日
よ
り
消
費
税
の
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）

が
導
入
さ
れ
ま
す

・
登
録
申
請
受
付
は
令
和
３
年
10
月
１
日
に

開
始
さ
れ
ま
す

　

国
土
交
通
省
及
び
国
税
庁

は
、
令
和
五
年
十
月
か
ら
消

費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
）
が
開
始
さ
れ
る
に

先
立
っ
て
本
年
十
月
か
ら
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登

録
申
請
の
受
付
が
開
始
さ
れ

る
こ
と
を
周
知
す
る
た
め
、

一
月
二
十
日
付
で
本
会
を
含

む
各
事
業
者
団
体
宛
に
通
知

さ
れ
た
。
事
業
者
が
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
る
令

和
五
年
十
月
か
ら
イ
ン
ボ
イ

ス
を
交
付
す
る
た
め
に
は
、

原
則
、
令
和
五
年
三
月
ま
で

に
登
録
申
請
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す

る
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
内
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
特

設
サ
イ
ト
」
を
参
照
す
る

か
、
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
特
設
サ
イ
ト
）

https://w
w

w
.nta.go.jp

/tax
e
s/sh

irab
e
ru

/

zeim
okubetsu/shohi/

k
e

ig
e

n
z
e

ir
its

u
/

invoice.htm

（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

〇
一
二
〇
︱
二
〇
五
︱
五
五

三
（
土
日
祝
を
除
く
受
付
時

間
・
午
前
九
時
～
午
後
五

時
）

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
関
す
る
説
明
会
・
研
修
会

へ
の
講
師
派
遣
に
つ
い
て
　

　
　
　
　
　
　
（
ご
案
内
）

　

国
土
交
通
省
、
財
務
省
、

国
税
庁
は
連
名
で
三
月
十

日
、
令
和
五
年
十
月
よ
り
導

入
さ
れ
る
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
）
に
関
す
る
周
知
に
つ
い

て
、
説
明
会
・
研
修
会
へ
の

講
師
派
遣
の
実
施
を
本
会
を

含
む
各
事
業
者
団
体
宛
に
通

知
し
た
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

は
、
軽
減
税
率
対
象
品
目
を

取
り
扱
っ
て
い
な
い
事
業
者

も
含
め
、
多
く
の
業
種
の
事

業
者
の
皆
様
に
影
響
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
制
度
の
内
容
に

つ
い
て
理
解
い
た
だ
く
必
要

が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
。

講
師
派
遣
の
概
要
は
以
下
の

通
り
で
す
。

①
講
師
を
派
遣
さ
せ
て
い
た

だ
く
説
明
会
・
研
修
会

・
原
則
と
し
て
、
貴
団
体

（
全
国
単
位
の
団
体
・
全
管

連
含
む
）
が
主
催
さ
れ
る
会

員
事
業
者
（
特
に
経
理
担
当

者
）
向
け
の
説
明
会
・
研
修

会
に
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

・
貴
団
体
の
傘
下
団
体
（
地

域
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
団
体
）

が
主
催
さ
れ
る
同
様
の
説
明

会
・
研
修
会
に
も
講
師
派
遣

可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
希
望
の
場
合
に
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
感
染
防
止
の
観

点
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

説
明
や
少
人
数
で
の
複
数
開

催
な
ど
の
対
応
も
可
能
で
す

の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

②
派
遣
す
る
講
師
（
財
務

省
・
国
税
職
員
）
が
ご
説
明

す
る
事
項
（
概
要
）

・
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
の
概
要
と
留
意
点
な
ど

※
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度

に
関
す
る
質
疑
等
に
も
対
応

し
ま
す
。

③
説
明
会
の
開
催
時
期
等

・
講
師
派
遣
依
頼
は
、
制
度

開
始
に
向
け
て
随
時
、
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

（
申
込
期
限
は
設
け
て
お
り

ま
せ
ん
。
）

◇ 

講
師
派
遣
は
、
平
日
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
の
間
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
れ
以
外
の
日
程
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
前
広
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

④
ご
相
談
・
お
申
込
み

　

国
土
交
通
省
不
動
産
・
建

設
経
済
局
建
設
市
場
整
備
課

担
当 

河
村
・
神
藤

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
︱
五
二
五
三

︱
一
五
五
五
）
。

大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

つ
い
て

環境省

・
石
綿
の
飛
散
防
止
対
策
を
円
滑
か
つ

　

的
確
に
実
施
へ

・
令
和
３
年
４
月
１
日
施
行　

施
を
義
務
付
け
ま
す
。

（
施
行
：
令
和
五
年
十
月
～
） 

・
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物

等
に
つ
い
て
、
石
綿
含
有
建

材
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

元
請
業
者
等
が
事
前
調
査
結

果
を
都
道
府
県
等
へ
報
告
す

る
こ
と
を
義
務
付
け
ま
す
。

（
施
行
：
令
和
四
年
四
月
～
）

・
事
前
調
査
に
関
す
る
記
録

を
作
成
し
、
一
定
期
間
保
存 

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ま

す
。

③
罰
則
の
強
化
・
対
象
拡
大

・
隔
離
等
を
せ
ず
に
吹
付
け

石
綿
等
の
除
去
等
作
業
を

行
っ
た
場
合
は
直
接
罰
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

・
下
請
負
人
に
も
作
業
基
準

遵
守
義
務
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

・
都
道
府
県
等
に
よ
る
立
入

検
査
の
対
象
を
拡
大
し
ま

す
。

④
作
業
記
録
の
作
成
・
保
存

・「
必
要
な
知
識
を
有
す
る

者
」
に
よ
る
取
り
残
し
の
有

無
等
確
認
を
義
務
付
け
ま

す
。

・
作
業
記
録
の
作
成
・
保
存 

を
義
務
付
け
ま
す
。

・
作
業
結
果
の
発
注
者
へ
の

報
告
を
義
務
付
け
ま
す
。

３
、（
参
考
）
大
気
汚
染
防

止
法
以
外
の
関
連
法
令

　

建
築
物
の
解
体
等
に
係
る

石
綿
飛
散
防
止
対
策
に
関
連

す
る
法
律
と
し
て
は
、
大
気

汚
染
防
止
法
以
外
に
労
働
安

全
衛
生
法
、
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
、

建
築
基
準
法
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
う
ち
労
働
安
全
衛

生
法
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
に
石
綿

の
飛
散
防
止
に
関
連
す
る
作

業
基
準
等
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
工
事
施
工
者
等
は
こ
れ

ら
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
適

正
に
作
業
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

○
労
働
安
全
衛
生
法
、
石
綿

障
害
予
防
規
則
に
お
け
る
規

定○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
規

定○
建
築
基
準
法
に
お
け
る
規

定 ○
建
設
工
事
に
係
る
資
源
の

再
資
源
化
等
に
関
す
る
法 

律
（
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
） 

に
お
け
る
規
定

【 登録申請受付開始：令和３ 年10 月1日～】

04_ 日経ヴェ リ タス（ モノ クロ）H364×W 246mm

イ ン ボ イ ス 制 度 に つ い て

※インボイスとは、登録番号のほか、一定の事項が記載された

　 請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

国税庁

◆お問合せ先 消費税軽減税率電話相談セ ン タ ー

【 フリーダイヤル】

【 受 付 時 間 】

012 0 -2 0 5 -5 5 3
9： 0 0～17： 0 0（ 土日祝除く ）　

国税庁ホームページ（ h t t p s : //w w w . n t a . g o . j p ）の

「 イ ンボイス制度特設サイト 」を ご覧く ださ い。

詳し く お知り にな り た い方は

事業者の 

みなさ
まへ

令和5 年10 月1日から

「 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式」
( いわゆるインボイス制度 )が導入されます。

消費税の仕入税額控除の方式として

登録申請は、 をご利用いただく と

手続がスムーズです。

e-Ta x

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

特設サイト へ

インボイスを交付する事業者となるには

事前に登録申請が必要です！

専 用 ダ イ ヤ ル

２０２１年（令和３年）４月１日（木曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第７５５号（　）3



２０２１年（令和３年）４月１日（木曜日） 全 管 連 ニ ュ ー ス （第三種郵便物認可） 第７５５号 （　）

　（
公
財
）
日
本
環
境
整
備

教
育
セ
ン
タ
ー
は
、
浄
化
槽

法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
の

浄
化
槽
設
備
士
試
験
を
次
の

通
り
実
施
し
ま
す
。

◇
浄
化
槽
設
備
士
試
験

１
、
受
験
資
格

　

別
掲
の
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｃ
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
。

２
、
試
験
日

　

令
和
三
年
七
月
四
日

（
日
）。

３
、
試
験
地

　

宮
城
県
、
東
京
都
、
愛
知

県
、
大
阪
府
、
福
岡
県
。

４
、
受
験
手
数
料

　

二
万
二
千
五
百
円
。

５
、
受
付
期
間

　

令
和
三
年
四
月
五
日（
月
）

〜
五
月
二
十
一
日
（
金
）（
申

請
は
簡
易
書
留
で
郵
送
し
て

下
さ
い
。
締
切
日
の
消
印
ま

で
有
効
で
す
。
持
参
す
る
場

合
は
、
受
付
期
間
中
の
平
日

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

の
午
前
十
時
〜
午
後
四
時
に

持
参
。

６
、
受
験
申
請
書
類
の
頒

布
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
（
公
財
）
日
本
環
境
整
備

教
育
セ
ン
タ
ー
国
家
試
験
係

（
〒
一
三
〇
―
〇
〇
二
四　

東
京
都
墨
田
区
菊
川
二
―
二

十
三
―
三
、
電
話
〇
三
―
三

六
三
五
―
四
八
八
一
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.

jeces.or.jp/

）

　

受
験
申
請
書
一
部
三
百
円

（
郵
送
希
望
の
場
合
は
送
料

込
一
部
四
百
四
十
円
）で
す
。

　
（
一
社
）
日
本
空
調
衛
生

工
事
業
協
会
、（
一
社
）
日

本
配
管
工
事
業
団
体
連
合
会

及
び
全
国
管
工
事
業
協
同
組

合
連
合
会
の
三
団
体
は
、
二

月
四
日
か
ら
六
日
ま
で
東
京

都
小
平
市
の
全
国
建
設
研
修

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、ま
た
、

二
月
十
八
日
か
ら
二
十
日
ま

で
広
島
県
広
島
市
の
広
島
市

ま
ち
づ
く
り
市
民
交
流
プ
ラ

ザ
に
お
い
て
、
令
和
二
年
度

登
録
配
管
基
幹
技
能
者
講
習

を
実
施
し
た
。
最
終
日
に
は

考
査
試
験
が
行
わ
れ
、
受
講

者
九
十
七
名
（
二
会
場
）
が

受
験
し
た
。　

　

本
会
の
阿
部
技
術
参
与
が

そ
れ
ぞ
れ
講
師
と
し
て
労

務
・
資
材
管
理
の
講
義
を
担

当
し
た
。 

　

三
月
十
一
日
開
催
の
登
録

配
管
基
幹
技
能
者
講
習
委
員

会
に
お
い
て
、
九
十
五
名
の

合
格
者
が
決
定
し
た
。 

　

講
習
考
査
試
験
の
合
格
者

へ
の
「
登
録
配
管
基
幹
技
能

者
修
了
証
」
の
交
付
は
、
四

月
下
旬
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
登
録
配
管
基
幹
技

能
者
講
習
委
員
会
は
登
録
配

管
基
幹
技
能
者
の
更
新
手
続

き
を
対
象
者
（
令
和
二
年
度

は
七
百
四
名
）
に
対
し
て
行

っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
令

和
二
年
度
末
時
点
の
資
格
者

総
数
は
三
千
九
百
五
十
八
名

と
な
っ
た
。

登
録
配
管
基
幹
技
能
者
講
習

後
期
開
催
分
（
東
京
・
広
島
）

九
十
五
名
が
合
格

令和２年度 ―
技
能
検
定
２
級
で
優
秀
な
成
績
を
収
め

　

令
和
４
年
度
の
技
能
五
輪
全
国
大
会　
に

　

挑
戦
し
よ
う
―

4

免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

３
、
受
検
申
込
み

　

受
検
申
請
受
付
期
間
内

に
、受
検
手
数
料
を
添
え
て
、

受
検
申
請
書
を
各
都
道
府
県

職
業
能
力
開
発
協
会
に
提
出

く
だ
さ
い
。

第
59
回
技
能
五
輪
全
国
大
会

（
東
京
）
開
催
案
内｠

　

第
五
十
九
回
技
能
五
輪
全

国
大
会
（
東
京
）
は
、
以
下

の
日
程
で
開
催
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

技
能
検
定
二
級
で
優
秀
な

成
績
を
収
め
た
若
年
技
能
者

の
活
躍
を
応
援
し
て
頂
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
日
時　

十
二
月
十
八
日

（
土
）、十
九
日
（
日
）（
予
定
）

２
．
場
所　

東
京
ビ
ッ
グ
サ

イ
ト
（
予
定
）。

３年度
後　期

技
能
検
定
試
験
の
ご
案
内

―
建
築
配
管
　
受
付
10
月
４
日
〜
10
月
15
日
―

　

中
央
職
業
能
力
開
発
協
会

は
令
和
二
年
度
後
期
技
能
検

定
試
験
の
建
築
配
管
職
種
の

日
程
に
つ
い
て
、
別
表
の
と

お
り
公
表
し
た
。

　

技
能
検
定
の
合
格
者
に

は
、
厚
生
労
働
大
臣
名
（
特

級
、
一
級
、
単
一
等
級
）
ま

た
は
都
道
府
県
知
事
名
（
二

級
、
三
級
）
の
合
格
証
書
が

交
付
さ
れ
、
技
能
士
と
称
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
国

家
資
格
を
受
検
す
る
際
に
特

典
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
。
ま
た
、
技
能
検
定
は
技

能
五
輪
全
国
大
会
の
予
選
を

兼
ね
て
お
り
、
二
級
レ
ベ
ル

の
実
技
で
優
秀
な
成
績
を
収

め
る
か
、
業
種
別
団
体
等
か

ら
推
薦
を
受
け
た
者
が
、
都

道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会

の
推
薦
で
全
国
大
会
に
出
場

で
き
ま
す
。
な
お
、
令
和
三

年
度
に
開
催
さ
れ
る
「
第
五

十
九
回
技
能
五
輪
全
国
大

会
」
の
開
催
地
は
東
京
都
で

開
催
さ
れ
ま
す
。

１
、
試
験
内
容

　

検
定
職
種
ご
と
に
実
技
試

験
及
び
学
科
試
験
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

実
技
試
験
は
原
則
と
し

て
、
試
験
日
に
先
立
っ
て
そ

の
課
題
が
公
表
さ
れ
る
。
試

験
時
間
は
概
ね
四
〜
五
時
間

で
、
職
種
に
よ
っ
て
は
、
標

準
時
間
と
打
ち
切
り
時
間
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、職
種
に
よ
っ
て
は
、

実
際
的
な
判
断
等
を
試
験
す

る
判
断
等
試
験
や
計
画
立
案

等
作
業
試
験
の
手
法
に
よ
り

実
技
試
験
が
行
わ
れ
る
が
、

こ
の
場
合
試
験
問
題
は
事
前

公
表
さ
れ
な
い
。

　

学
科
試
験
は
職
種
（
作

業
）、
等
級
ご
と
に
全
国
統

一
し
て
同
一
の
日
に
行
わ
れ

る
。
合
格
基
準
は
、
百
点
を

満
点
と
し
て
、
原
則
と
し
て

実
技
試
験
は
六
十
点
以
上
、

学
科
試
験
は
六
十
五
点
以
上

と
な
っ
て
い
る
。

２
、
受
検
資
格

　

原
則
と
し
て
検
定
職
種
に

関
す
る
実
務
経
験
が
必
要
で

あ
る
。
必
要
と
さ
れ
る
実
務

経
験
の
年
数
は
以
下
の
と
お

り
だ
が
、
職
業
訓
練
歴
、
学

歴
等
に
よ
り
短
縮
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
特
級
・
一
級
合

格
後
五
年
以
上
、
一
級
・
七

年
以
上
、
二
級
・
二
年
以
上
、

三
級
・
〇
、
単
一
等
級
・
三

年
以
上
。

　

な
お
、
一
定
の
要
件
（
指

導
員
免
許
取
得
、
職
業
訓
練

に
お
け
る
技
能
照
査
合
格

等
）
に
よ
り
試
験
の
一
部
が

後　　期
試験案内開始日

令和３年

９／１（水）

申請受付期間 10／４㈪～
10／15㈮

実技試験問題の
公表＊１ 11／26㈮

実技試験＊２ 12／３㈮～
令和４年　２／13㈰

令和４年学科試験＊３ １／23㈰・１／30㈰
２／２㈬・２／６㈰

合格発表日 ３／11㈮
※１　 一部職種の製作等作業試験と全職種の計画立案等作業試験は概要の

みが公表されます。
※２　期間中のいずれかの日で実施されます。
※３　職種、等級ごとに全国統一日に実施されます。

３年度
浄
化
槽
設
備
士
試
験
の
ご
案
内

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
熱
中
症

ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

実
施
に
つ
い
て

厚労省

　

厚
生
労
働
省
は
、
三
月
二

日
付
で
、
令
和
三
年
五
月
か

ら
九
月
ま
で
を
実
施
期
間
と

す
る
標
記
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

概
要
を
公
表
し
た
。

　

同
省
で
は
、
労
働
災
害
防

止
団
体
な
ど
と
連
携
し
、
職

場
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
対

策
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た

め
、本
年
四
月
を
準
備
期
間
、

七
月
を
重
点
取
組
期
間
と
す

る
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
熱
中
症　

ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
を
昨
年
度
に
引
き
続
き

実
施
す
る
。

　

な
お
、
詳
細
は
同
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。h

ttp
s
:/
/
w
w
w
.

m
h
lw
.g
o
.jp
/
s
tf/

new
page_17076.htm

l

　

厚
労
省
が
公
表
し
た
「
二

〇
二
〇
年
職
場
に
お
け
る
熱

中
症
に
よ
る
死
傷
災
害
の
発

生
状
況
（
二
〇
二
一
年
一
月

十
五
日
時
点
速
報
値
）」
に

よ
る
と
、
死
亡
含
む
休
業
四

日
以
上
の
死
傷
者
九
百
十
九

人
、
う
ち
死
亡
者
は
十
九
人

と
な
っ
て
い
る
。

　

業
種
別
に
み
る
と
、
死
傷

者
数
に
つ
い
て
は
、
建
設
業

二
百
一
件
、
製
造
業
百
九
十

件
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
の

四
割
強
が
こ
れ
ら
二
つ
の
業

種
で
発
生
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
死
亡
者
数
は
、
製

造
業
、
建
設
業
、
清
掃
・
と

畜
業
の
順
に
多
く
、「
休
ま

せ
て
様
子
を
見
て
い
た
と
こ

ろ
容
態
が
急
変
し
た
」、「
倒

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
さ

れ
た
」
な
ど
、
管
理
が
適
切

に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
被
災
者

の
救
急
搬
送
が
遅
れ
た
事
例

が
含
ま
れ
て
い
る
。
入
職
直

後
や
夏
季
休
暇
明
け
で
熱
順

化
が
十
分
で
な
い
と
み
ら
れ

る
事
例
、
Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ
値
を
実

測
せ
ず
、
Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ
基
準
値

に
応
じ
た
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
事
例
等
も
見

ら
れ
て
い
る
。

　

同
省
で
は
、
職
場
に
お
い

て
も
十
分
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
を
行

い
な
が
ら
、
熱
中
症
予
防
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
い
る
。

給
水
装
置
工
事
配
管
技
能
者

証
・
更
新
手
続
の
ご
案
内

―
更
新
対
象
者
に
給
水
財
団

　
よ
り
案
内
発
送
―

　
（
公
財
）
給
水
工
事
技
術

振
興
財
団
で
は
、
給
水
装
置

工
事
配
管
技
能
検
定
会
に
合

格
さ
れ
た
方
に
は
、
平
成
二

十
九
年
度
か
ら
合
格
発
表
と

と
も
に
そ
の
検
定
コ
ー
ス
の

「
給
水
装
置
工
事
配
管
技
能

者
証
」を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

本
証
は
、
財
団
が
発
行
し

て
い
た
「
給
水
装
置
工
事
配

管
技
能
者
講
習
会
修
了
者

証
」（
平
成
二
十
三
年
度
末

ま
で
）
及
び
「
給
水
装
置
工

事
配
管
技
能
検
定
合
格
者

証
」（
平
成
二
十
八
年
度
末

ま
で
）に
代
わ
る
も
の
で
す
。

平
成
二
十
九
年
度
以
降
は
お

持
ち
の
カ
ー
ド
の
更
新
・
再

発
行
の
際
に
は
、「
給
水
装

置
工
事
配
管
技
能
者
証
」
に

書
換
え
て
発
行
し
、
本
証
の

有
効
期
間
は
、
発
行
日
か
ら

五
年
で
す
。
た
だ
し
、
配
管

技
能
者
と
し
て
の
資
格
は
、

本
証
の
有
効
期
間
に
か
か
わ

ら
ず
継
続
し
ま
す
。

　

更
新
時
期
を
迎
え
た
合
格

者
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

財
団
よ
り
登
録
し
て
あ
る
住

所
へ
「
更
新
申
込
書
」
を
同

封
し
て
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
更
新
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
同
封
の
案
内
に
従
っ
て

手
続
き
の
上
、
郵
送
に
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
技
能
者

証
は
、
申
込
み
受
付
後
概
ね

二
ケ
月
後
に
郵
送
さ
れ
ま

す
。 

※「
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
」

は
、
更
新
期
日
の
概
ね
六
十

日
前
に
発
送
さ
れ
ま
す
。
住

所
変
更
等
に
よ
り
、
財
団
か

ら「
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
」

が
届
い
て
い
な
い
方
で
、
配

管
技
能
者
証
へ
の
更
新
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、「
配
管
技

能
者
証
発
行
申
込
書
」
と
必

要
書
類
を
（
お
問
い
合
わ
せ

先
）に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
技
能
者
証（
更
新
）手

数
料
は
三
千
円（
送
料
込
み
）

で
す
。

（
お
問
合
せ
先
）

（
公
財
）
給
水
工
事
技
術
振

興
財
団　

教
務
部
教
務
課　

〒
一
六
三
―
〇
七
一
二　

東

京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

七
番
一
号　

小
田
急
第
一
生

命
ビ
ル
十
二
階 

、
電
話
〇

三
―
六
九
一
一
―
二
七
一
一

（
自
動
音
声
案
内
②
）、
Ｆ
Ａ

Ｘ　

〇
三
―
六
九
一
一
―
二

七
一
六
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.

k
y
u
u
k
o
u
.o
r
.jp
/

k
e
n
te
ik
ai/sh

ik
ak
u
-

syou.htm
l

。
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（
一
財
）
全
国
建
設
研
修

セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
令
和

三
年
度
管
工
事
施
工
管
理
技

術
検
定
試
験
の
実
施
日
程
は

下
記
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
受
検
資
格
等
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.

jctc.jp/

）
を
参
照
下
さ
い
。

　
　
　
　
　

記

◇
一
級

１
、
受
検
資
格

（
１
）
第
一
次
検
定
受
検
者

（
２
）
第
二
次
検
定
受
検
者

　

い
ず
れ
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照
く
だ
さ
い
。

２
、
試
験
日

　

第
一
次
検
定　

令
和
三
年

九
月
十
二
日
（
日
）
／
合
格

発
表
日　

令
和
三
年
十
月
十

四
日
（
木
）。

　

第
二
次
検
定　

令
和
三
年

十
二
月
五
日
（
日
）
／
合
格

発
表
日　

令
和
四
年
三
月
二

日
（
水
）。

３
、
試
験
地

　

札
幌
、
仙
台
、
東
京
、
新

潟
、
名
古
屋
、
大
阪
、
広
島
、

高
松
、
福
岡
、
那
覇
の
十
地

区
。（
試
験
地
に
つ
い
て
は

近
郊
都
市
も
含
む
）

４
、
受
検
手
数
料  

　

第
一
次
検
定　

一
万
五
百

円
、
第
二
次
検
定　

一
万
五

百
円
。（
い
ず
れ
も
税
込
）

５
、
申
込
用
紙
の
販
売

　

申
込
用
紙
は
、「
第
一
次
・

第
二
次
検
定
」
と
「
第
一
次

検
定
の
み
」「
第
二
次
検
定

の
み
」
の
三
種
類
が
あ
り
、

一
部
六
百
円
（
税
込
）。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

を
す
る
場
合
は
、
申
込
用
紙

の
購
入
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

６
、
申
込
受
付
期
間

　

令
和
三
年
五
月
六
日（
木
）

〜
五
月
二
十
日
（
木
）。
申

込
み
は
簡
易
書
留
郵
便
に
よ

る
個
人
別
申
込
み
に
な
り
ま

す
。
締
切
日
の
消
印
の
あ
る

も
の
ま
で
有
効
で
す
。

　

令
和
三
年
度
よ
り
平
成
二

十
七
年
度
以
降
の
受
検
実
績

を
有
す
る
再
受
検
申
込
者
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

◇
ニ
級

１
、
受
検
資
格

（
１
）
第
一
次
検
定
受
検
者

　

令
和
三
年
度
の
末
日
に
お

け
る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
の

者
。

（
２
）
第
二
次
検
定
受
検
者

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
く

だ
さ
い
。

２
、
試
験
日

（
１
）「
第
一
次
検
定（
前
期
）」

令
和
三
年
六
月
六
日
（
日
）

／
合
格
発
表
日　

令
和
三
年

七
月
六
日
（
火
）。

（
２
）「
第
一
次
検
定
・
第
二

次
検
定
（
同
日
試
験
）、
第

一
次
検
定
（
後
期
）」
令
和

三
年
十
一
月
二
十
一
日（
日
）

／
合
格
発
表
日
「
第
一
次
検

定
（
後
期
）」
令
和
四
年
一

月
十
四
日
（
金
）（
第
一
次

検
定
の
み
受
検
者
）
／
「
第

一
次
検
定
・
第
二
次
検
定
」

令
和
四
年
三
月
二
日
（
水
）。

３
、
試
験
地

（
１
）「
第
一
次
検
定（
前
期
）」

札
幌
、
仙
台
、
東
京
、
新
潟
、

名
古
屋
、
大
阪
、
広
島
、
高

松
、
福
岡
、
那
覇
の
十
地
区
。

（
２
）「
第
一
次
検
定
・
第
二

次
検
定
（
同
日
試
験
）、
第

一
次
検
定
（
後
期
）」
札
幌
、

青
森
、
仙
台
、
東
京
、
新
潟
、

金
沢
、
名
古
屋
、
大
阪
、
広

島
、
高
松
、
福
岡
、
鹿
児
島
、

那
覇
の
十
三
地
区
。（
試
験

地
に
つ
い
て
は
近
郊
都
市
も

含
む
）
な
お
、
二
級
第
一
次

　

三
月
三
日
、
国
土
交
通
省

と
（
一
財
）
全
国
建
設
研
修

セ
ン
タ
ー
は
、
令
和
二
年
十

二
月
六
日
に
実
施
し
た
令
和

二
年
度
一
級
管
工
事
施
工
管

理
技
術
検
定
試
験
「
実
地
試

験
」及
び
、同
年
十
一
月
十
五

日
に
実
施
し
た
二
級
管
工
事

施
工
管
理
技
術
検
定
試
験
の

合
格
者
を
発
表
し
た
。

　

一
級
実
地
試
験
の
受
検
者

数
は
八
千
二
百
十
一
名
、
こ

の
う
ち
合
格
者
数
五
千
十
八

名
で
、合
格
率
は
六
一
・
〇
％

（
令
和
元
年
度
五
二
・
七
％
）。

一
級
実
地
試
験
の
合
格
者
の

内
訳
は
次
の
と
お
り
。

１
、
試
験
地
別　

東
京
三

七
・
六
％
、大
阪
一
七
・
九
％
、

名
古
屋
一
一
・
七
％
、
福
岡

一
〇
・
五
％
等
。

２
、
勤
務
先
別

　

大
臣
許
可
管
三
九
・
四
％
、

知
事
許
可
管
三
三
・
〇
％
等
。

３
、
年
齢
別

　

三
十
歳
〜
三
十
四
歳
一

八
・
九
％
、
二
十
九
歳
以
下

一
八
・
五
％
、
四
十
歳
〜
四

十
四
歳
一
七
・
〇
％
、
三
十

五
歳
〜
三
十
九
歳
一
六
・

一
％
等
。

４
、
男
女
別　

男
性
九
四
・

五
％
、
女
性
五
・
五
％
。

　

二
級
学
科
試
験
の
受
検
者

検
定
の
み
上
記
に
宇
都
宮
を

追
加
。

４
、
受
検
手
数
料

　

第
一
次
検
定
・
第
二
次
検

定
（
同
日
試
験
） 

一
万
五
百

円
。

　

第
一
次
検
定 

五
千
二
百

五
十
円
。

　

第
二
次
検
定 

五
千
二
百

五
十
円
。（
い
ず
れ
も
税
込
）。

５
、
申
込
用
紙
の
販
売

　

申
込
用
紙
は
、「
第
一
次

検
定
・
第
二
次
検
定
」、「
第

一
次
検
定
の
み
（
前
期
）」、

「
第
一
次
検
定
の
み
（
後

期
）」、「
第
二
次
検
定
の
み
」

数
は
九
千
五
百
三
十
五
名
、

こ
の
う
ち
合
格
者
数
は
六
千

六
十
四
名
で
合
格
率
六
三
・

六
％
（
令
和
元
年
度
六
九
・

三
％
）
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
二
級
実
地
試
験
の

受
検
者
数
は
一
万
二
千
六
百

七
十
八
名
、
こ
の
う
ち
合
格

者
数
は
五
千
五
百
十
四
名
で

合
格
率
四
三
・
五
％
（
令
和

元
年
度
四
四
・
一
％
）。　

　

二
級
実
地
試
験
合
格
者
の

内
訳
は
次
の
と
お
り
。

１
、試
験
地
別　

東
京
三
三
・

〇
％
、
大
阪
一
五
・
二
％
、

名
古
屋
一
〇
・
二
％
、
福
岡

九
・
六
％
等
。

２
、
勤
務
先
別

　

知
事
許
可
管
四
三
・
七
％
、

大
臣
許
可
管
二
九
・
一
％
、

知
事
許
可
そ
の
他
一
〇
・

〇
％
等
。

３
、
年
齢
別

　

二
十
五
歳
〜
二
十
九
歳
二

二
・
二
％
、
三
十
歳
〜
三
十

四
歳
一
五
・
八
％
、
三
十
五

歳
〜
三
十
九
歳
一
四
・
八
％
、

四
十
歳
〜
四
十
四
歳
一
三
・

七
％
等
。

４
、
男
女
別　

男
性
九
二
・

一
％
、
女
性
七
・
九
％
。

　

な
お
、
一
級
技
術
検
定
合

格
者
は
監
理
技
術
者
と
な
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の

た
め
に
は
監
理
技
術
者
資
格

者
証
の
交
付
と
監
理
技
術
者

講
習
の
受
講
が
、
法
律
に
よ

り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、「
監
理
技
術
者
資

格
証
」
を
保
有
し
「
監
理
技

術
者
講
習
」
を
受
講
し
た
一

級
の
技
術
者
は
、
建
設
業
法

第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三

項
に
よ
り
経
営
事
項
審
査
で

一
点
加
算
評
価
さ
れ
ま
す
。

１
級
実
地
試
験
合
格
率
61
・
０
％

２
級
学
科
試
験
合
格
率
63
・
６
％

管
工
事
施
工
管
理
技
術
検
定
試
験

令和２年度

管
工
事
施
工
管
理

　
　
技
術
検
定
試
験
の
ご
案
内

１級管工事施工管理技術検定試験　実施状況

２級管工事施工管理技術検定試験　実施状況

の
四
種
類
が
あ
り
一
部
六
百

円
（
税
込
）。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

を
す
る
場
合
は
、
申
込
用
紙

の
購
入
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

６
、
申
込
受
付
期
間

（
１
）「
第
一
次
検
定（
前
期
）」

令
和
三
年
三
月
三
日
（
水
）

〜
三
月
十
七
日
（
水
）。
※

終
了

（
２
）「
第
一
次
検
定
・
第
二

次
検
定
（
同
日
試
験
）、
第

一
次
検
定
（
後
期
）」
令
和

三
年
七
月
十
三
日
（
火
）
〜

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

（
火
）。

　

申
込
み
は
簡
易
書
留
郵
便

に
よ
る
個
人
別
申
込
み
に
な

り
ま
す
。
締
切
日
の
消
印
の

あ
る
も
の
ま
で
有
効
で
す
。

　

令
和
三
年
度
よ
り
平
成
二

十
七
年
度
以
降
の
受
検
実
績

を
有
す
る
再
受
検
申
込
者
は

学　科 実　地

年度 受検者数 合格者数 合格基準 合格率 受検者数 合格者数 合格基準 合格率

平成30年度 16,473 5,471 60.0  33.2% 7,608 4,011 60.0 52.7%

令和元年度 16,838 8,769 60.0 52.1% 10,431 5,492 60.0 52.7%

令和２年度 13,531 4,738 60.0 35.0% 8,211 5,018 60.0 61.0%

学　科 実　地

年度 受検者数 合格者数 合格基準 合格率 受検者数 合格者数 合格基準 合格率

平成30年度 10,301 5,873 60.0 57.0% 13,694 5,537 60.0 40.4%

令和元年度 9,118 6,321 60.0 69.3% 13,064 5,760 60.0 44.1%

令和２年度 9,535 6,064 60.0 63.6% 12,678 5,514 60.0 43.5%

令和３年度

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

７
、
申
込
用
紙
の
販
売
期
間

（
１
）「
第
一
次
検
定（
前
期
）」

令
和
三
年
二
月
十
九
日（
金
）

〜
三
月
十
七
日
（
水
）。
※

終
了

（
２
）「
第
一
次
検
定
・
第
二

次
検
定
、
第
一
次
検
定
（
後

期
）」
令
和
三
年
六
月
二
十

八
日
（
月
）
〜
令
和
三
年
七

月
二
十
七
日
（
火
）

◇
申
込
書
類
提
出
先
及
び
問

合
せ
先
（
一
・
二
級
共
通
で

す
）

　

国
土
交
通
大
臣
指
定
試
験

機
関　
（
一
財
）
全
国
建
設

研
修
セ
ン
タ
ー　

東
京
都
小

平
市
喜
平
町
二
―
一
―
二
、

電
話
〇
四
二
―
三
〇
〇
―
六

八
五
五
（
試
験
業
務
局
管
工

事
試
験
部
管
工
事
試
験
課
）

「
業
務
災
害
補
償
制
度
」
に
つ
い
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
近
年
、

保
険
金
の
高
額
な
支
払
い
に

対
す
る
広
く
手
厚
い
補
償
へ

の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
を
受

け
、
そ
の
加
入
件
数
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後

は
全
管
連
組
織
を
活
用
し
、

本
制
度
の
積
極
推
進
を
図
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
説
明
会
実
施
等
の

ご
要
望
が
あ
れ
ば
、
本
会
よ

り
引
受
保
険
会
社
の
担
当
者

を
派
遣
し
、
法
定
外
労
働
災

害
補
償
制
度
も
含
め
て
商
品

内
容
を
詳
細
に
説
明
い
た
し

ま
す
の
で
、
本
会
事
務
局
に

「
対
応
依
頼
票
」
を
ご
請
求

の
う
え
お
申
し
込
み
下
さ

い
。
お
近
く
の
損
害
保
険
ジ

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会

払
い
し
ま
す
。

・
政
府
労
災
の
認
定
は
、
保

険
金
の
お
支
払
条
件
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
精
神
障
害
・
脳
・
心
疾
患

に
よ
る
死
亡
・
後
遺
障
害
・

休
業
補
償
保
険
金
の
お
支
払

い
は
政
府
労
災
の
認
定
が
必

要
で
す
。

５
．
保
険
金
を
企
業
に
お
支

払
い
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。

・
災
害
補
償
規
程
な
ど
に
基

づ
き
補
償
対
象
者
や
そ
の
遺

族
に
対
し
て
給
付
す
る
補
償

金
と
し
て
企
業
に
保
険
金
を

お
支
払
い
し
ま
す
。

６
．
ケ
ガ
だ
け
で
な
く
、
う

つ
病
に
よ
る
自
殺
や
過
労
死

等
の
新
型
労
災
に
も
対
応
し

ま
す
。

・
近
年
増
加
し
て
い
る
経
営

側
へ
の
賠
償
請
求
に
も
手
厚

い
補
償
で
お
応
え
し
ま
す
。

７
．
経
営
事
項
審
査（
Ｗ
１
）

で
15
ポ
イ
ン
ト
の
加
点
が
可

能
で
す
。

・「
業
務
災
害
補
償
制
度
」

は
、
経
営
事
項
審
査
の
加
点

対
象
と
な
る
「
法
定
外
労
働

災
害
補
償
制
度
」
の
条
件
を

満
た
し
て
い
ま
す
。
審
査
項

目
の
「
Ｗ
１
（
労
働
福
祉
の

状
況
）」
に
お
い
て
加
点
対

象
と
な
り
ま
す
。

― 

業
務
上
の
事
故
に
よ
る
ケ
ガ
や

　
事
業
者
の
使
用
者
賠
償
責
任
を
補
償
―

　
「
業
務
災
害
補
償
制
度
」

は
、就
業
中
の
ケ
ガ
に
加
え
、

過
重
労
働
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
に
起
因
す
る
労
働
災
害
認

定
も
増
加
し
て
い
る
な
か
、

業
務
上
の
事
故
に
よ
る
ケ
ガ

や
事
業
者
の
使
用
者
賠
償
責

任
を
補
償
す
る
制
度
で
、
ポ

イ
ン
ト
は
以
下
の
通
り
で

す
。

　

本
会
は
全
国
中
小
企
業
団

体
中
央
会
の
会
員
で
あ
る
た

め
、
会
員
事
業
者
の
皆
様
は

本
会
を
通
じ
て
同
制
度
へ
の

加
入
が
可
能
で
す
。
こ
れ
ま

で
本
会
の
法
定
外
労
働
災
害

補
償
制
度
よ
り
充
実
し
た
補

償
を
求
め
る
会
員
事
業
者
に

の
み
本
制
度
を
ご
案
内
し
て

ャ
パ
ン
日
本
興
亜
（
株
）
又

は
取
扱
代
理
店
よ
り
、
ご
連

絡
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◇
「
業
務
災
害
補
償
制
度
」

の
特
長

１
．
保
険
料
は
個
別
加
入
よ

り
三
〇
％
割
安
で
す
。
ま
た

加
入
者
ご
と
の
割
引
も
あ
り

ま
す
。

・
団
体
契
約
の
ス
ケ
ー
ル
メ

リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
多
数
割

引
三
〇
％
に
加
え
、
加
入
者

ご
と
に
業
種
・
売
上
高
規
模

に
応
じ
た
個
別
の
割
引
率
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

２
．
二
階
建
て
の
手
厚
い
補

償
で
「
経
営
」
と
「
従
業
員
」

を
お
守
り
し
ま
す
。

・
従
業
員
の
労
災
事
故
に
よ

る
経
営
側
へ
の
賠
償
請
求
に

対
応
し
ま
す
。

・
従
業
員
に
対
す
る
補
償
金

と
し
て
保
険
金
を
お
支
払
い

し
ま
す
。

３
．
全
従
業
員
（
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）、
建
設

業
下
請
負
人
等
も
幅
広
く
補

償
し
ま
す
。

・
貴
社
の
事
業
内
容
や
売
上

高
で
保
険
料
を
算
出
し
ま

す
。

４
．
保
険
金
は
政
府
労
災
保

険
の
認
定
を
待
た
ず
に
お
支



※この広告は概要を説明したものです。
　詳しい内容は下記までお問い合わせください。

（SJ20-14258）　2021年1月29日作成

SJ20-14258　2021年1月29日作成
承認番号：SJNK19-14261　承認日：2020年2月13日

安定した企業経営のために、
全管連の2つの制度をご利用下さい。

企業の責任は、
はたせますか?

1.法定外労働災害補償制度
(従業員の補償のために)[労働災害総合保険]

本制度に関するお問い合わせ

2.管工事賠償補償制度
（第三者に対する賠償事故の補償のために）〔賠償責任保険年間包括契約〕

請負業者特約条項+生産物特約条項+施設所有管理者特約条項セット

工事中および工事完成・引渡し後の事故、施設所有、使
用または管理に起因する事故により、第三者の身体・財
物に対する賠償責任が発生した場合に、その賠償責任
を補償します。

事故が発生したとき、被害者への補償が企業の信用に大きく関わります。

補償
内容

全管連団体契約のスケールメリットを活かした低廉な
掛金水準です。特長

貴社の従業員および職場に携わる下請負人が「業務上
災害」および「通勤途上災害」により身体障害を被った
場合に保険金をお支払いします。
（政府労災保険で給付対象となる場合にかぎります。）

補償
内容

本制度の加入企業は、経営事項審査制度の資格審査に
おいて加点評価されます。特長

引受保険会社

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL.03-3349-3820  FAX.03-6388-0157

営業開発部第三課
〒104-0041  東京都中央区新富町新富2-4-5　
ニュー新富ビル8F
TEL.03-3553-8552  FAX.03-3553-8553
受付時間：平日/午前9時15分～午後5時15分

株式会社ウーベル保険事務所
取扱幹事代理店

長 野 (0263)87-5264

14 4

６２０２１年（令和３年）４月１日（木曜日） 全 管 連 ニ ュ ー ス （第三種郵便物認可） 第７５５号 （　）

　

本
制
度
は
、
工
事
遂
行
中

お
よ
び
工
事
完
成
・
引
渡
後

に
生
じ
た
偶
然
な
事
故
に
よ

っ
て
通
行
人
や
周
囲
の
住
民

な
ど
第
三
者
の
身
体
に
傷
害

を
与
え
た
り
、
そ
の
財
物
に

損
害
を
与
え
た
こ
と
に
よ
り

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を

負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被

る
損
害
を
保
険
金
と
し
て
お

支
払
い
す
る
保
険
で
す
。

　

全
管
連
所
属
企
業
の
安
全

確
保
、
安
定
経
営
の
た
め
に

よ
り
大
き
く
貢
献
で
き
る
も

の
で
す
の
で
、
是
非
多
数
ご

加
入
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

以
下
の
内
容
を
ご
希
望
の

方
は
、
損
保
ジ
ャ
パ
ン
ま
た

は
幹
事
取
扱
代
理
店
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

〇
保
険
金
額
、
掛
金
や
制
度

に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

〇
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
請
求
、
お

見
積
も
り
依
頼

〇
現
在
ご
加
入
の
保
険
の
内

容
診
断
（
無
料
）

〇
商
品
内
容
の
説
明
会
実
施

　

損
保
ジ
ャ
パ
ン（
株
）営
業

開
発
部
第
三
課
（
電
話
〇
三

―
三
三
四
九
―
三
八
二
〇
）

　

（
株
）
ウ
ー
ベ
ル
保
険
事

務
所
（
幹
事
取
扱
代
理
店
・

電
話
〇
一
二
〇
―
〇
二
六
―

〇
〇
五
）

１
．
商
品
の
概
要

（
１
）
掛
金

　

完
成
工
事
高
二
億
円
の
場

合
、
プ
ラ
ン
Ⅰ
（
自
己
負
担

額
十
万
円
プ
ラ
ン
）
は
、
年

額
約
三
十
二
万
円
で
ご
加
入

で
き
ま
す
。

（
２
）
掛
金
計
算
方
法

　

掛
金
算
出
基
礎
は
年
間
完

成
工
事
高
（
百
万
円
）
と
な

り
ま
す
。　

（
３
）
補
償
内
容
の
充
実

　

工
事
中
、
工
事
完
成
・
引

渡
し
後
の
補
償
額
を
引
き
上

げ
、
補
償
充
実
を
図
り
ま

す
。

　

①
補
償
額
：
身
体
賠
償

（
一
事
故
あ
た
り
）
五
億

円
、
財
物
賠
償
（
一
事
故
あ

た
り
）
一
億
円
。

　

②
工
事
完
成
・
引
渡
し
後

の
補
償
は
、
保
険
開
始
前
の

工
事
が
原
因
で
あ
っ
て
も
保

険
期
間
中
に
発
生
し
た
事
故

で
あ
れ
ば
補
償
い
た
し
ま
す

（
引
渡
し
後
の
補
償
期
間
は

無
制
限
で
す
。
）

（
４
）
自
己
負
担
額
を
選

択
可
能
に

　

自
己
負
担
額
を
二
タ
イ
プ

ご
用
意
い
た
し
ま
す
。

　

身
体
賠
償
〇
万
円
・
財
物

賠
償
三
万
円
プ
ラ
ン
ま
た

は
、
身
体
賠
償
十
万
円
・
財

物
賠
償
十
万
円
プ
ラ
ン
を
お

選
び
い
た
だ
け
ま
す
。

（
５
）
特
約

　

①
作
業
対
象
物
担
保
特
約

　

工
事
中
に
直
接
作
業
を
加

え
て
い
る
財
物
（
他
人
が
所

有
す
る
も
の
に
限
り
ま

す
。
）
を
補
償
。

事
故
例　

既
存
の
配
管
に
新

た
に
管
を
設
置
す
る
際
に
、

施
工
ミ
ス
に
よ
り
既
存
の
配

管
が
割
れ
た
等

　

②
施
設
所
有
管
理
者
特
約

　

施
設
（
事
務
所
、
資
材
置

き
場
な
ど
）
の
所
有
・
使
用

ま
た
は
管
理
に
起
因
す
る
事

故
を
補
償
い
た
し
ま
す
。

事
故
例　

管
理
状
況
が
悪

く
、
子
ど
も
が
資
材
置
き
場

に
立
ち
入
り
ケ
ガ
を
し
た
等

２
．
保
険
期
間　

二
〇
二
〇

年
十
一
月
一
日
午
後
四
時
か

ら
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
日

午
後
四
時
ま
で
の
一
年
間
。

中
途
加
入
の
場
合
は
、
加
入

月
の
翌
月
一
日
午
前
〇
時
か

ら
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
日

午
後
四
時
ま
で
。

全管連・管工事賠償補償制度

   

商
品
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン（
株
）

営
業
開
発
部
第
三
課（
電
話
〇
三
―
三
三
四
九
―
三
八
二
〇
）ま
で

◎
「
以
前
加
入
し
た
保
険
に
比
べ
て
、
補
償
が
厚
く
な
り
、

掛
金
も
下
が
り
ま
し
た
。」
と
の
所
属
会
員
が

多
数
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

 

◎
11
月
が
開
始
月
で
す

◎
加
入
者
件
数
も
一
，
五
〇
〇
件
突
破
！

◎ 

低
廉
な
価
格
で
、
安
全
確
保
・
安
心
経
営
を
サ
ポ
ー
ト

◎
中
途
加
入
も
毎
月
１
日
補
償
開
始
に
て
随
時
募
集
！

春の新技術・新製品のご案内



令
和
元
年
の
函
館
水
道
展
で

の
全
管
連
ブ
ー
ス

　
「
水
の
写
真

コ
ン
テ
ス
ト
」

（
水
道
産
業
新

聞
社
主
催
）は
、

昭
和
三
十
四
年

に
水
道
週
間
と

と
も
に
ス
タ
ー

ト
し
今
年
（
令

和
三
年
）
で
第

六
十
三
回
目
を

迎
え
ま
す
。

　

半
世
紀
を
越

え
る
こ
の
コ
ン

テ
ス
ト
は
、
水
道
関
係
の
み

な
ら
ず
全
国
の
写
真
を
愛
好

さ
れ
る
方
々
に
も
広
く
認
知

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
会
で
は
、
こ
の
趣
旨
に

賛
同
し
、
平
成
二
十
九
年
度

よ
り
後
援
団
体
と
し
て
参
加

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
も
特

別
賞
「
全
管
連
会
長
賞
」
を

設
け
る
な
ど
広
く
作
品
を
募

集
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
応
募
概
要
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。h

t
t
p

:/
/
w

w
w

.

suidou.co.jp
　

コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、
水
の

あ
る
風
景
、
安
心
・
安
全
・

お
い
し
い
水
を
作
り
続
け
る

浄
水
場
、
水
道
施
設
工
事
に

汗
を
流
す
人
々
な
ど
、
被
写

体
は
身
近
に
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
多
く
の
会
員
の
皆
様

か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

１
、応
募
期
間　

令
和
三（
二

〇
二
一
）
年
六
月
一
日
（
火
）

～
九
月
十
日
（
金
）
当
日
消

印
有
効
。

２
、
応
募
方
法　

作
品
は
未

発
表
の
自
作
品
で
か
つ
応
募

者
ご
自
身
に
限
り
ま
す
。
作

品
は
キ
ャ
ビ
ネ
判
以
上
ワ
イ

ド
四
ッ
切
ま
で
の
カ
ラ
ー
又

は
白
黒
写
真
。
必
ず
印
画
紙

（
銀
塩
タ
イ
プ
）
プ
リ
ン
ト

で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
デ
ジ

タ
ル
作
品
の
場
合
、
デ
ー
タ

加
工
は
不
可
。
な
お
、
応
募

作
品
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

３
、
作
品
の
送
り
先

　

水
道
産
業
新
聞
社
「
水
の

写
真
コ
ン
テ
ス
ト
」
係

〒
一
〇
五
―
〇
〇
〇
三　

東

京
都
港
区
西
新
橋
三
―
五
―

二
、
電
話
〇
三
―
六
四
三
五

―
七
六
四
四
。

４
、
発
表　

十
月
上
旬
に
入

賞
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
水
道
産
業
新
聞
紙
上
な

ど
で
発
表
し
ま
す
。

　

ま
た
、
十
二
月
初
旬
頃
の

水
道
全
国
会
議
会
場
（
仙
台

市
）
で
上
位
入
選
作
品
を
展

示
予
定
。

５
、
賞
・
副
賞
（
前
回
実
績
）

①
グ
ラ
ン
プ
リ
（
厚
生
労
働

大
臣
賞
）
一
名
（
副
賞
・
賞

金
五
万
円
と
リ
コ
ー
デ
ジ
タ

ル
カ
メ
ラ
）

②
特
別
賞
（
本
会
会
長
賞
含

む
）
八
名
（
副
賞
・
賞
金
三

万
円
と
富
士
フ
イ
ル
ム

〝
チ
ェ
キ
〟）

③
水
道
産
業
新
聞
社
社
長
賞

一
名
（
副
賞
・
富
士
フ
イ
ル

ム
高
級
イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
メ

ラ
）

前回の全管連会長賞作品

第
26
回
「
豊
か
で
住
み
よ
い

国
づ
く
り
」
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
を
実
施　

国
土
交
通
省

　

国
土
交
通
省
は
、
令
和
三

年
度
も
「
国
土
交
通
Ｄ
ａ
ｙ

（
七
月
十
六
日
）
」
の
行
事

の
一
環
と
し
て
、
国
民
の
生

活
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ

国
土
交
通
行
政
の
意
義
や
重

要
性
を
一
人
で
も
多
く
の

方
々
に
理
解
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
標
記
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
を
実
施
し
ま
す
。

　

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://cprahp.com
/

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

①
応
募
資
格　

制
限
無
し
。

②
テ
ー
マ　

「
豊
か
で
住
み

よ
い
国
づ
く
り
」
―
人
が
動

く
、
国
土
が
躍
動
す
る
―

③
応
募
サ
イ
ズ
等　

カ
ラ

ー
・
モ
ノ
ク
ロ
プ
リ
ン
ト
、

キ
ャ
ビ
ネ
（
二
Ｌ
可
）
～
四

つ
切
り
（
ワ
イ
ド
・
Ａ
四
・

Ｂ
四
版
可
）

④
応
募
締
切　

五
月
三
十
一

日
（
月
）
当
日
消
印
有
効
。

⑤
応
募
及
び
問
い
合
わ
せ
先

（
一
社
）
建
設
広
報
協
会
フ

ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
係
（
電
話

〇
三
―
三
二
六
四
―
五
五
〇

一
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
―
三
二
六

四
―
五
五
〇
三
）
。

「
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
方

は
こ
ち
ら
」
サ
イ
ト
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
に
つ
い
て

　

（
一
社
）
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
推
進
協
議
会 

は
こ
の
ほ

ど
、
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
向

け
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p

:/
/

w
w

w
.

j
-
r
e

f
o

r
m

.c
o

m
/

b
u
sin

e
ss

）
を
更
新
し

た
。

　

事
業
者
の
方
々
が
利
用
す

る
場
面
を
想
定
し
、
Ｐ
ｉ
ｃ

ｋ
Ｕ
Ｐ
情
報
と
お
役
立
ち
情

報
の
二
本
立
て
で
整
理
、
コ

ン
テ
ン
ツ
毎
内
容
を
集
約

し
、
ス
ム
ー
ズ
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
よ
う
ク
リ
ッ
ク
回
数

を
極
力
減
ら
す
工
夫
を
し
て

い
ま
す
。

　
（
公
社
）
日
本
水
道
協
会

は
、
令
和
三
年
度
全
国
会
議
を
下
記
の
通
り
宮
城
県
仙
台

市
で
開
催
す
る
。

１
、
日
程

　

十
二
月
一
日
（
水
）
～
三

日
（
金
）

２
、
主
会
場

　

仙
台
国
際
セ
ン
タ
ー
会
議

棟
（
仙
台
市
青
葉
区
青
葉
山

無
番
地
）

３
、
内
容

　

第
九
十
九
回
総
会
（
①
公

益
社
団
法
人
日
本
水
道
協
会

役
員
の
選
任
、
②
公
益
社
団

法
人
日
本
水
道
協
会
運
営
会

議
委
員
の
選
任
、
③
会
員
提

出
問
題
の
討
議
）

４
、
研
究
発
表
の
部
門

　

①
事
務
部
門
、
②
計
画
部

門
、
③
水
源
・
取
水
部
門
、

④
浄
水
部
門
、
⑤
導
・
送
・

配
水
部
門
、
⑥
給
水
装
置
部

門
、
⑦
機
械
・
電
気
・
計
装

部
門
、
⑧
水
質
部
門
、
⑨
リ

ス
ク
管
理
・
災
害
対
策
部
門
、

⑩
英
語
部
門

５
、
水
道
展

　
（
一
社
）
日
本
水
道
工
業

団
体
連
合
会
が
主
催
す
る
水

道
展
が
、
仙
台
国
際
セ
ン

タ
ー
せ
ん
だ
い
青
葉
山
交
流

広
場
（
仙
台
市
青
葉
区
青
葉

山
無
番
地
）
に
お
い
て
十
二

月
一
日
（
水
）
～
三
日
（
金
）

の
三
日
間
に
わ
た
り
開
催
さ

れ
る
。
入
場
は
無
料
。

　

な
お
全
管
連
で
は
、
本
水

道
展
に
、
宮
城
県
管
工
業
協

同
組
合
（
理
事
長
・
井
上　

環
氏
）
の
協
力
を
頂
き
、
出

展
す
る
予
定
。

６
、
お
問
い
合
わ
せ

①
全
国
会
議
（
公
社
）
日
本

水
道
協
会
、
電
話
〇
三
―
三

二
六
四
―
二
二
八
一

②
水
道
展
（
一
社
）
日
本
水

道
工
業
団
体
連
合
会
、
電
話

〇
三
―
三
二
六
四
―
一
六
五

四
。

２０２１年（令和３年）４月１日（木曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第７５５号（７）

２
日　
（
一
社
）
建
設
技
能

人
材
機
構
の
第
六
回
理
事
会
が

午
後
二
時
よ
り
、
東
京
都
港
区

の
同
機
構
に
て
行
わ
れ
、
粕
谷

専
務
が
出
席
し
た
。

同
日　

建
築
・
設
備
施
工
管

理
Ｃ
Ｐ
Ｄ
制
度
運
営
委
員
会
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
審
査
会
合
同
会
議

が
午
後
三
時
よ
り
、
東
京
都
港

区
の
（
一
財
）
建
設
業
振
興
基

金
に
て
行
わ
れ
、
金
子
達
之
輔

氏
、
松
本
常
務
が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
出
席

し
た
。

３
日　
（
公
財
）
給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
の
第
二
十
一
回

評
議
員
会
が
午
後
一
時
三
十
分

よ
り
、
東
京
都
新
宿
区
の
同
財

団
に
て
行
わ
れ
、佐
藤
副
会
長
、

北
向
副
会
長
、
穂
刈
副
会
長
、

前
田
副
会
長
、
髙
橋
副
会
長
、

藤
副
会
長
が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
出
席
し

た
。４

日　
（
一
社
）
日
本
水
道

工
業
団
体
連
合
会
の
第
八
十
二

回
団
体
連
絡
会
議
が
午
後
一
時

三
十
分
よ
り
、
東
京
都
千
代
田

区
の
日
本
水
道
会
館
に
て
行
わ

れ
、
上
田
局
長
が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
出
席

し
た
。

５
日　

自
由
民
主
党
青
年
局

の
災
害
時
連
絡
協
議
会
が
午
前

十
一
時
四
十
五
分
よ
り
、
東
京

都
千
代
田
区
の
同
党
本
部
に
て

行
わ
れ
、
依
田
主
任
が
出
席
し

た
。９

日　

国
土
交
通
省
の
第
四

回
建
設
業
の
一
人
親
方
問
題
に

関
す
る
検
討
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
が

午
後
三
時
よ
り
行
わ
れ
、
和
田

経
営
部
長
が
出
席
し
た
。

10
日　

日
本
水
道
新
聞
社
に

よ
る
「
Ａ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
収
録
が
午
後
二

時
よ
り
、
神
奈
川
県
川
崎
市
の

（
有
）
丸
善
興
業
に
て
行
わ
れ
、

佐
藤
次
長
、
依
田
主
任
が
出
席

し
た
。

11
日　

国
土
交
通
省
の
来
年

度
（
令
和
三
年
度
）
に
お
け
る

レ
ベ
ル
判
定
シ
ス
テ
ム
の
運
用

に
つ
い
て
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
が
午

前
十
時
三
十
分
よ
り
行
わ
れ
、

松
本
常
務
が
出
席
し
た
。

同
日　

令
和
二
年
度
第
四
回

登
録
配
管
基
幹
技
能
者
講
習
委

員
会
が
午
後
三
時
よ
り
、
東
京

都
中
央
区
の
空
衛
会
館
に
て
行

わ
れ
、
安
田
技
術
参
与
、
松
本

常
務
、仲
村
主
任
が
出
席
し
た
。

12
日　

全
管
連
ジ
ャ
ー
ナ
ル

の
女
性
活
躍
に
係
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
午
前
十
時
よ
り
、
東

京
都
世
田
谷
区
の
（
株
）
共
同

サ
ー
ビ
ス
に
て
行
わ
れ
、
宮
崎

広
報
担
当
副
会
長
、
仲
村
主
任

が
出
席
し
た
。

同
日　

厚
生
労
働
省
水
道
課

と
の
水
道
歩
掛
に
関
す
る
打
合

せ
が
午
前
十
時
三
十
分
よ
り
、

東
京
都
豊
島
区
の
全
管
連
会
館

に
て
行
わ
れ
、
粕
谷
専
務
、
松

本
常
務
が
出
席
し
た
。

同
日　

全
管
連
青
年
部
協
議

会
の
事
業
部
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

作
成
委
員
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
が
午

後
六
時
三
十
分
よ
り
行
わ
れ
、

上
田
局
長
、
佐
藤
次
長
、
依
田

主
任
が
出
席
し
た
。

15
日　
（
一
社
）
日
本
水
道

工
業
団
体
連
合
会
の
第

百
六
十
七
回
理
事
会
が
午
後
二

時
よ
り
、
東
京
都
新
宿
区
の
ホ

テ
ル
グ
ラ
ン
ド
ヒ
ル
市
ヶ
谷
に

て
行
わ
れ
、
粕
谷
専
務
が
出
席

し
た
。

18
日　
（
公
財
）
給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
に
よ
る
給
水
装

置
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
・
効

率
化
調
査
結
果
の
報
告
が
午
前

十
時
三
十
分
よ
り
行
わ
れ
、
粕

谷
専
務
、
松
本
常
務
が
出
席
し

た
。同

日　

特
定
技
能
に
関
す
る

テ
キ
ス
ト
作
成
の
打
合
せ
が
午

後
二
時
よ
り
、
東
京
都
豊
島
区

の
全
管
連
会
館
に
て
行
わ
れ
、

阿
部
技
術
参
与
、
茨
木
技
術
参

与
、
松
本
常
務
、
依
田
主
任
、

仲
村
主
任
が
出
席
し
た
。

19
日　
（
一
財
）
全
国
建
設

研
修
セ
ン
タ
ー
の
第
二
十
二
回

評
議
員
会
が
正
午
よ
り
、
東
京

都
千
代
田
区
の
同
セ
ン
タ
ー
永

田
町
会
議
所
に
て
行
わ
れ
、
宮

崎
広
報
担
当
副
会
長
が
出
席
し

た
。同

日　
（
公
財
）
水
道
技
術

研
究
セ
ン
タ
ー
の
第
二
十
四
回

理
事
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
が
午
後
二

時
よ
り
行
わ
れ
、
粕
谷
専
務
が

出
席
し
た
。

同
日　

国
土
交
通
省
の
第
五

回
建
設
業
社
会
保
険
推
進
・
処

遇
改
善
連
絡
協
議
会（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）

が
午
後
二
時
よ
り
行
わ
れ
、
松

本
常
務
が
出
席
し
た
。

23
日　

職
業
訓
練
法
人　

全

国
建
設
産
業
教
育
訓
練
協
会
・

富
士
教
育
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
第

二
回
事
務
局
長
会
議
（
書
面
報

告
）が
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
、

東
京
都
豊
島
区
の
全
管
連
会
館

に
て
行
わ
れ
、
上
田
局
長
が
出

席
し
た
。

24
日　

全
管
連
青
年
部
協
議

会
の
第
七
回
総
務
部
会
（
Ｗ
Ｅ

Ｂ
）が
午
後
六
時
よ
り
行
わ
れ
、

佐
藤
次
長
、
依
田
主
任
が
出
席

し
た
。

25
日　
（
公
社
）
日
本
水
道

協
会
の
第
四
十
四
回
認
証
制
度

運
営
委
員
会
が
午
後
一
時
三
十

分
よ
り
、
東
京
都
千
代
田
区
の

同
会
に
て
行
わ
れ
、
粕
谷
専
務

が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
出
席
し
た
。

同
日　

第
三
十
一
回
技
能
グ

ラ
ン
プ
リ
競
技
委
員
会
第
八
回

「
配
管
分
科
会
」
が
午
後
二
時

よ
り
、
東
京
都
豊
島
区
の
全
管

連
会
館
に
て
行
わ
れ
、
渡
邉
弘

幸
氏
、
金
子
達
之
輔
氏
、
佐
藤

次
長
、仲
村
主
任
が
出
席
し
た
。

29
日　
（
一
財
）
日
本
ガ
ス

機
器
検
査
協
会
の
第
二
十
―
二

回
ガ
ス
機
器
設
置
技
能
資
格
制

度
運
営
委
員
会
が
午
後
二
時
よ

り
、
東
京
都
港
区
の
同
協
会
に

て
行
わ
れ
、
和
田
経
営
部
長
が

出
席
し
た
。

　

「
水
の
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
」

特
別
賞
（
全
管
連
会
長
賞
）
で
後
援
全管連

第
63
回
水
道
週
間
協
賛
・
厚
生
労
働
省
後
援

︱
水
を
想
起
さ
せ
る
工
事
写
真
も
歓
迎
︱

令
和
３
年
度
全
国
会
議

12
月
に
仙
台
市
で
開
催
へ

日水協

全
管
連
の
う
ご
き

３月

７
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仙 台
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北 関 東
広 島

TEL.0283-22-7547
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福 岡
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本社・松本工場
北 海 道 工 場
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低圧損減圧式逆流防止ユニット
BLH-UBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLBLHHHHHHHHHH--UUUUUUUUUU

特長

従来の減圧式逆流防止器は、差圧により逃し弁を制御する
安全機構のため、初動の圧力損失が高い上に、流量が増えるに従
い圧力損失が増加していきます。

ＢＬＨは、流体力学の原理を利用した圧力損失低減機構
により、流量が増えるに従って圧力損失が低下していきます。
従来品に対しての低減率は、最大約６５％に達しています。
＊1 信州大学工学部との共同開発。ディフューザ効果、ベンチュリー効果を応用しています。
＊2 国内・海外特許取得済

メンテナンスが容易
配管はそのまま、上部のカバーを外し内部交換が可能です。

＊1
＊2
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※逆流防止器のみの損失です。
※環境により得られる値に差が生じます。

0 50 100 150 200 250 300 350 400

BLH（40mm）
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最大
約６５％
低減

効果がある範囲


